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奈良県消費生活審議会の開催について

奈良県消費生活審議会は、県民の消費生活の安定及び向上に関する施策の基本的事項等

を調査・審議するため、奈良県消費生活条例第８条の規定により設置しています。

下記のとおり、今年度の審議会を開催しますのでお知らせします。

記

１．日 時

令和３年３月２３日（火）午後２時～午後３時30分

２．場 所

奈良県文化会館 １階 第２会議室（奈良市登大路町６番地の２）

３．議 題

（１）県消費生活相談の概要について

・令和元年度及び令和２年度の状況

（２）令和２年度消費者行政の推進に係る取組について

（３）その他

４．一般の方の傍聴

（１）定員 5名

（２）受付 ① 受付時間：午後１時40分～午後１時55分

② 傍聴者は先着順に決定し、定員になり次第受付を終了します。

５．報道機関の傍聴

写真、映像等のカメラ撮影は、冒頭のみ可とさせていただきます。


